
国
土
調
査
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

国
土
調
査
法
施
行
令
の
一
部
改
正

一

国
土
調
査
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
地
図
及
び
簿
冊
の
様
式
並
び
に
当
該
地
図
及
び
簿
冊
の
作
成
に
要
す
る
経
費

の
負
担
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
及
び
第
十
四
条
関
係
）

二

地
籍
基
本
調
査
図
に
表
示
す
べ
き
事
項
を
街
区
の
形
状
、
地
形
、
植
生
、
地
盤
の
変
動
そ
の
他
の
事
項
で
あ
つ
て
、
土

地
の
境
界
の
測
量
の
基
礎
と
な
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

三

街
区
境
界
調
査
成
果
の
誤
差
の
限
度
並
び
に
認
証
及
び
承
認
に
係
る
手
続
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
、
第
十
八
条
及
び
第
二
十
一
条
関
係
）

四

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

国
土
調
査
法
に
よ
る
不
動
産
登
記
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正

一

登
記
官
は
、
街
区
境
界
調
査
成
果
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
表
題
部
所
有
者
又
は
所
有
権
の
登
記
名

義
人
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
住
所
が
当
該
街
区
境
界
調
査
成
果
の
う
ち
簿
冊
の
写
し
の
記
載
と
一
致
し
な
い
と
き
は

、
当
該
表
題
部
所
有
者
又
は
登
記
名
義
人
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
住
所
に
つ
い
て
の
変
更
の
登
記
又
は
更
正
の
登
記



を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
当
該
登
記
を
し
た
と
き
は
、
街
区
境
界
調
査
成
果
に
よ
り
登
記
し
た
旨
を
記
録
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

登
記
手
数
料
令
の
一
部
改
正

一

不
動
産
登
記
法
第
百
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
筆
界
特
定
の
申
請
に
つ
い
て
の
手
数
料
を
定
め
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
第
八
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
四

附
則

こ
の
政
令
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
土
地
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の

施
行
の
日
（
令
和
二
年
九
月
二
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


